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　「
と
う
と
う
」
と
言
う
べ

き
か
、
「
や
っ
と
」
と
言
う

べ
き
か
、
保
険
の
理
論
と
実

務
を
結
び
つ
け
た
画
期
的
な

保
険
約
款
の
解
説
書
が
刊
行

さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
保
険
業

界
で
著
名
な
両
弁
護
士
の
編

著
に
よ
る
『
個
人
賠
償
責
任

保
険
の
解
説
』
で
あ
る
。

　
賠
償
責
任
保
険
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
、
一
定
の
事
故

（
原
因
事
故
）
の
発
生
に
よ

り
、
加
害
者
（
被
保
険
者
）

が
被
害
者
に
対
し
民
事
上
の

損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る

こ
と
に
よ
り
被
る
損
害
を
て

ん
補
す
る
保
険
で
あ
る
。
原

因
事
故
の
典
型
例
は
、
日
常

的
に
発
生
す
る
自
動
車
事
故

で
あ
り
、
そ
れ
を
担
保
す
る

の
が
自
動
車
保
険
で
あ
る

が
、
日
常
的
に
発
生
す
る
事

故
と
し
て
は
、
ほ
か
に
も
、

ス
ポ
ー
ツ
中
の
事
故
や
自
転

車
走
行
中
の
事
故
、
住
宅
の

使
用
や
管
理
に
起
因
す
る
事

故
な
ど
数
多
く
あ
り
、
そ
れ

ら
の
事
故
に
よ
り
他
人
に
ケ

ガ
を
負
わ
せ
た
り
他
人
の
所

有
物
を
損
壊
し
た
り
す
る
こ

と
に
よ
り
負
担
す
べ
き
損
害

賠
償
責
任
を
て
ん
補
す
る
の

が
、
個
人
賠
償
責
任
保
険
で

あ
る
。
日
常
的
な
行
為
に
よ

り
他
人
に
損
害
を
与
え
る
リ

ス
ク
の
高
い
現
代
社
会
に
お

い
て
、
被
保
険
者
の
負
担
す

べ
き
損
害
賠
償
責
任
を
肩
代

わ
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被

害
者
を
救
済
す
る
と
い
う
点

に
お
い
て
、
個
人
賠
償
責
任

保
険
の
果
た
す
役
割
が
ま
す

ま
す
重
要
と
な
っ
て
く
る
の

は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
、
個
人
賠
償
責
任

保
険
の
具
体
的
な
内
容
を
定

め
る
約
款
条
項
は
、
極
め
て

技
術
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
使
用
さ

れ
て
い
る
用
語
の
中
に
も
、

一
見
平
易
に
見
え
る
も
の

の
、
そ
の
意
味
が
必
ず
し
も

簡
単
に
理
解
で
き
な
い
も
の

が
多
数
あ
る
。
例
え
ば
、
自

動
車
保
険
等
に
付
帯
す
る
個

人
賠
償
責
任
補
償
特
約
や
日

常
生
活
賠
償
特
約
は
、
「
日

常
生
活
に
起
因
す
る
偶
然
な

事
故
」
を
補
償
対
象
と
し
て

掲
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
い

う
「
日
常
生
活
」
と
は
何
か

に
つ
い
て
、
定
義
は
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
「
日
常
生

活
」
と
い
う
用
語
を
ど
の
よ

う
に
理
解
（
解
釈
）
す
べ
き

か
が
問
題
と
な
り
、
ま
た
、

被
保
険
者
の
あ
る
行
為
に
よ

っ
て
他
人
に
損
害
を
生
じ
さ

せ
た
場
合
に
、
当
該
行
為
が

「
日
常
生
活
に
起
因
す
る
」

も
の
と
言
え
る
か
否
か
、
一

般
の
保
険
加
入
者
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
実
際
に
保
険
金

支
払
の
実
務
を
担
当
す
る
保

険
会
社
の
方
々
で
さ
え
も
、

判
断
に
迷
う
場
合
が
あ
る
。

保
険
毎
日
新
聞
社
か
ら
本
年

９
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
個
人

賠
償
責
任
保
険
の
解
説
』

は
、
ま
さ
に
、
理
解
が
難
し

い
個
人
賠
償
責
任
保
険
の
約

款
の
内
容
に
つ
い
て
、
裁
判

例
も
豊
富
に
参
照
し
な
が

ら
、
緻
密
で
的
確
な
、
か
つ

分
か
り
や
す
い
解
説
を
施
し

た
解
説
書
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
約
款
解
説
書

に
は
見
ら
れ
な
い
本
書
の
最

大
の
特
徴
は
、
個
人
賠
償
責

任
保
険
の
内
容
を
「
保
険

編
」
と
「
責
任
編
」
に
分
け

て
、
前
者
で
は
約
款
の
主
な

規
定
の
内
容
に
つ
い
て
、
後

者
で
は
日
常
的
に
発
生
す
る

主
な
賠
償
責
任
事
故
に
つ
い

て
、
関
連
す
る
裁
判
例
も
踏

ま
え
て
詳
細
な
解
説
を
加
え

て
い
る
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
本
書
の
「
保
険

編
」
で
は
、
個
人
賠
償
責
任

保
険
の
概
要
（
第
１
章
）
お

よ
び
そ
れ
に
適
用
さ
れ
る
法

律
（
第
２
章
）
に
つ
い
て
説

明
が
な
さ
れ
た
う
え
で
、
約

款
の
仕
組
み
（
第
３
章
）
お

よ
び
主
な
規
定
（
第
４
章
）

に
つ
い
て
解
説
が
加
え
ら
れ

て
い
る
が
、
内
容
的
に
最
も

注
目
す
べ
き
な
の
は
、
主
な

約
款
規
定
（
保
険
金
支
払
規

定
や
免
責
規
定
、
支
払
保
険

金
の
計
算
・
事
故
発
生
時
の

義
務
・
保
険
金
の
請
求
等
に

関
す
る
規
定
）
に
つ
い
て
の

解
説
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
、
例
え
ば
、
保
険
金
支

払
の
規
定
で
は
、
「
住
宅
の

所
有
、
使
用
ま
た
は
管
理
に

起
因
す
る
」
事
故
お
よ
び

「
被
保
険
者
の
日
常
生
活
に

起
因
す
る
」
事
故
が
補
償
対

象
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
で
い
う
「
住
宅
」

お
よ
び
「
日
常
生
活
」
と
は

何
か
、
事
故
と
の
因
果
関
係

は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、

被
保
険
者
と
は
ど
の
よ
う
な

者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
、

事
故
に
よ
る
「
財
物
の
損

壊
」
の
場
合
の
「
財
物
」
お

よ
び
「
損
壊
」
と
は
何
か
、

な
ど
に
つ
い
て
、
参
考
判
例

を
掲
げ
な
が
ら
詳
し
く
解
説

し
て
い
る
。
ま
た
、
保
険
金

を
支
払
わ
な
い
規
定
（
免
責
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規
定
）
で
は
、
数
多
く
の
免

責
事
由
が
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
中
に
は
、
例
え

ば
、
「
被
保
険
者
の
業
務
遂

行
に
直
接
起
因
す
る
」
事
故

は
免
責
と
さ
れ
て
い
る
が
、

「
業
務
遂
行
」
と
は
何
か
、

被
保
険
者
の
ど
の
よ
う
な
行

為
が
「
業
務
遂
行
」
に
該
当

す
る
か
、
あ
る
い
は
該
当
し

な
い
か
な
ど
に
つ
い
て
、
設

例
の
ほ
か
最
新
の
裁
判
例
も

踏
ま
え
な
が
ら
丁
寧
か
つ
詳

細
に
解
説
し
て
い
る
。

　
次
に
、
「
責
任
編
」
で

は
、
第
１
章
で
不
法
行
為
責

任
を
中
心
と
す
る
個
人
の
賠

償
責
任
一
般
に
つ
い
て
説
明

が
行
わ
れ
た
う
え
で
、
第
２

章
「
個
人
賠
償
責
任
事
故
」

で
は
、
ま
ず
、
暴
行
や
い
じ

め
、
悪
ふ
ざ
け
、
わ
い
せ
つ

行
為
の
意
義
と
行
為
の
該
当

性
の
判
断
基
準
な
ど
に
つ
い

て
、
責
任
の
有
無
が
争
わ
れ

た
裁
判
例
を
参
照
し
な
が
ら

詳
細
な
説
明
を
加
え
て
い

る
。
次
に
、
ゴ
ル
フ
や
ス
キ

ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
、
野
球

等
の
ス
ポ
ー
ツ
事
故
や
、
賠

償
責
任
事
故
の
う
ち
典
型
的

な
事
故
類
型
で
あ
る
自
転
車

加
害
事
故
の
ほ
か
、
歩
行
者

加
害
事
故
、
ペ
ッ
ト
事
故
、

住
宅
、
名
誉
毀
損
・
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
侵
害
等
を
取
り
上

げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
類
型

に
お
け
る
賠
償
責
任
の
成
立

要
件
や
賠
償
責
任
の
内
容
な

ど
に
つ
い
て
、
詳
細
な
検
討

が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
特

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
類
型

に
つ
い
て
の
説
明
の
後
に
、

当
該
事
故
類
型
に
関
連
す
る

多
数
の
裁
判
例
の
事
案
と
裁

判
所
の
判
断
要
旨
を
一
覧
表

と
し
て
ま
と
め
た
形
で
詳
し

く
紹
介
し
て
い
る
点
は
、
特

筆
に
値
す
る
。
ま
た
、
ス
ポ

ー
ツ
事
故
や
自
転
車
加
害
事

故
等
を
起
こ
し
た
者
が
未
成

年
者
や
認
知
症
の
あ
る
高
齢

者
で
あ
る
場
合
に
は
、
家
族

な
ど
の
監
督
義
務
者
は
ど
こ

ま
で
責
任
を
負
う
べ
き
か
が

大
き
な
問
題
と
な
る
が
、
そ

の
よ
う
な
監
督
義
務
者
等
の

責
任
に
つ
い
て
も
、
過
去
の

裁
判
例
を
踏
ま
え
な
が
ら
詳

細
か
つ
分
か
り
や
す
い
解
説

が
施
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
私
た
ち

の
日
常
生
活
と
密
接
に
係
わ

っ
て
い
る
個
人
賠
償
責
任
保

険
に
つ
い
て
、
難
解
な
約
款

規
定
を
緻
密
か
つ
的
確
に
解

説
す
る
一
方
、
ス
ポ
ー
ツ
事

故
や
自
転
車
加
害
事
故
な
ど

身
近
に
起
き
て
い
る
賠
償
責

任
事
故
を
類
型
化
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
事
故
類
型
の
特
徴

と
責
任
の
成
否
・
内
容
な
ど

に
つ
い
て
詳
細
か
つ
分
か
り

や
す
い
検
討
を
加
え
て
い
る

本
書
は
、
も
は
や
約
款
解
説

書
の
範
疇
を
超
え
た
約
款
応

用
書
と
も
い
う
べ
き
画
期
的

な
書
物
と
い
え
よ
う
。
保
険

会
社
に
お
い
て
保
険
金
支
払

実
務
を
担
当
し
て
る
社
員
や

保
険
募
集
人
な
ど
、
日
々
保

険
の
実
務
に
携
わ
っ
て
い
る

方
々
に
と
っ
て
、
大
い
に
役

立
つ
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
私
た
ち
の
よ
う
な
保
険

法
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
大

変
有
益
な
書
物
で
あ
る
と
確

信
し
て
い
る
。
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ド
イ
ツ
鉄
道
は
、
か
つ

て
時
間
の
正
確
さ
で
知
ら

れ
た
。
し
か
し
、
今
や
遅

れ
が
常
態
化
し
、
利
用
者

の
間
で
不
満
が
高
ま
っ
て

い
る
。

　
先
日
、
私
の
ド
イ
ツ
人

の
友
人
が
列
車
で
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
か
ら
バ
イ
エ
ル
ン
州

南
部
の
フ
ュ
ッ
セ
ン
に
行

こ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

発
車
時
刻
に
な
っ
て
も
列

車
が
動
か
な
い
。
や
が
て

車
内
放
送
が
あ
っ
た
。

「
い
ま
列
車
の
運
転
士
を

探
し
て
い
ま
す
。
も
う
少

し
お
待
ち
下
さ
い
」
。

　
し
ば
ら
く
す
る
と
、
ま

た
車
内
放
送
。
「
運
転
士

が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
の

で
、
こ
の
列
車
は
キ
ャ
ン

セ
ル
に
な
り
ま
し
た
。
皆

さ
ん
降
り
て
下
さ
い
。
次

の
フ
ュ
ッ
セ
ン
行
き
の
列

車
は
、
２
時
間
後
に
発
車

し
ま
す
」
。

　
私
の
友
人
は
、
「
時
間

を
守
っ
た
り
、
約
束
し
た

こ
と
を
必
ず
実
行
し
た
り

す
る
と
い
う
の
が
、
ド
イ

ツ
の
常
識
で
あ
り
美
徳
だ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
美

徳
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
の
国
は
下
り
坂
だ
」
と

私
に
言
っ
た
。

　
私
も
最
近
は
、
列
車
に

乗
る
前
に
「
定
刻
に
着
く

だ
ろ
う
か
」
と
不
安
に
な

る
。
重
要
な
ア
ポ
イ
ン
ト

メ
ン
ト
が
あ
る
時
に
は
、

約
束
の
３
時
間
前
に
は
着

く
よ
う
に
し
て
お
い
た
方

が
よ
い
。

　
先
日
、
講
演
を
行
う
た

め
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
デ

ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
行
っ

た
。
列
車
は
２
時
間
遅
れ

た
。
車
内
放
送
の
「
こ
の

列
車
は
遅
れ
て
到
着
し
ま

す
」
と
い
う
言
葉
は
、
耳

に
タ
コ
が
で
き
た
。

　
帰
り
の
列
車
は
10
分
の

遅
れ
で
済
ん
だ
が
、
珍
事

が
あ
っ
た
。
列
車
が
マ
ン

ハ
イ
ム
駅
に
近
づ
く
と
、

車
内
放
送
が
あ
っ
た
。

「
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
行
き
の

列
車
は
、
到
着
ホ
ー
ム
の

向
か
い
の
ホ
ー
ム
か
ら
発

車
し
ま
す
。
乗
り
継
ぎ
で

き
る
予
定
で
す
」
。

　
だ
が
、
列
車
が
マ
ン
ハ

イ
ム
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー

ム
に
入
る
と
、
車
窓
か

ら
、
向
か
い
の
ホ
ー
ム
の

列
車
が
走
り
出
し
た
の
が

見
え
た
。
ま
た
車
内
放
送

が
あ
っ
た
。
「
お
客
さ

ま
、
悪
い
知
ら
せ
で
す
。

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
行
き
の
列

車
は
発
車
し
て
し
ま
い
ま

し
た
」
。
乗
客
た
ち
か
ら

笑
い
声
が
上
が
っ
た
。

　
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
フ
ィ
ル

ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
は

ケ
ル
ン
か
ら
ベ
ル
リ
ン
へ

向
か
う
予
定
だ
っ
た
が
、

列
車
が
４
時
間
半
遅
れ
た

た
め
、
団
員
た
ち
は
開
演

時
間
か
ら
20
分
遅
れ
て
コ

ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
に
到
着

し
た
。
予
定
さ
れ
て
い
た

ラ
ジ
オ
で
の
中
継
は
中
止

さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ド

イ
ツ
鉄
道
か
ら
は
何
の
賠

償
も
受
け
ら
れ
な
い
。

　
ド
イ
ツ
の
日
刊
紙
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ

マ
イ
ネ
に
よ
る
と
、
こ
の

国
で
は
列
車
が
定
刻
よ
り

も
６
分
以
上
遅
れ
て
到
着

し
た
場
合
を
遅
延
と
見
な

す
。
９
月
15
日
の
時
点
で

は
、
遅
延
率
は
41
％
。
つ

ま
り
、
列
車
を
２
回
利
用

す
る
と
、
ほ
ぼ
１
回
は
遅

れ
る
。
原
因
は
線
路
や
ポ

イ
ン
ト
な
ど
の
老
朽
化

や
、
人
手
不
足
だ
。

　
ド
イ
ツ
へ
出
張
や
観
光

で
行
か
れ
て
列
車
を
使
わ

れ
る
際
に
は
、
余
裕
を
持

っ
た
旅
程
を
立
て
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

（
文
・
絵
　
熊
谷
　
徹
　

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
在
住
）
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